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町・道民税の税源移譲に伴う新たな控除制度

住宅ローン控除（平成 20年度分から

平成 28年度分までの住民税に適用）
税源移譲時の年間の所得の変動に係る

経過措置（19 年度分住民税のみ適用）

　税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ロー

ン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から

控除しきれなくなる場合があります。

　このため、平成 11 年から平成 18 年までに入居し

た方に限り、今まで所得税から控除されていた分につ

いては、申告により平成 20 年度分以降の住民税の所

得割額からも控除する経過措置が設けられます。

▼対象者　次の①または②の方

①税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ロー

　ン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除　し

　きれなくなった方

②住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源

　移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により

　控除しきれない額が大きくなった方

▼申告　その年の 3 月 15 日（平成 20 年は 3 月 17 日）

までに市町村に申告書を提出する必要があります。

　なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通し

て申告書を提出します。

　平成 19 年中の所得が大きく下がり、所得税がかか

らなくなった場合、19 年度分の住民税で税負担が上

がった分を今年分の所得税で調整することができなく

なってしまいます。

　このため、19 年度分の住民税を移譲前の住民税額

まで減額する経過措置が設けられます。

▼対象者　次の①・②を満たす方

① 19 年度住民税の課税所得金額が所得税との人的控

　除額の差より大きい方。

②平成 20 年度住民税の課税所得金額が所得税との人

　的控除額の差以下の方。

　人的控除額など、詳しいことは税務課まで問い合わ

　せください。

▼申告　平成 20 年 7 月 1 日から平成 20 年 7 月 31

日までの間に平成 19 年 1 月 1 日現在の住所所在地の

市町村に申告する必要があります。

▼問合せ　税務課税務係（☎ 23 － 2332）

資源物（紙）の収集種類を

　次のとおり、ごみステーションから収集する資源物の

品目を拡大しましたので、バラバラにならないように縛

るなどしっかりと分別して出すようご協力ください。

仕分け分類 品　目 注意事項

ダンボール類

・ダンボール
・茶封筒
・お菓子箱
・ティッシュ箱

金銀箔塗り物・油の
ついた物・ラミネー
ト、ロウ加工紙は収
集しません

新聞紙類
・新聞紙
・チラシ・コピー用紙
・ピン止め雑誌

左記の物以外は収集
しません

雑誌類
・のり付けの本
・色付封筒・はがき
・カレンダー

布製・ビニール製の
表紙は取り外してく
ださい

紙パック類 ・牛乳パック
・ジュース紙パック

アルミ加工の物は収
集しません

拡 大 安心して暮らせる社会を目指して

当別町障がい福祉基本計画を策定

３つの柱基本理念

　町は、障がいをもつ方が地域で自立し、積極的に

社会参加することができるよう、福祉、保健、医療、

教育、就労などの各分野を結ぶ組織として当別町障

がい者地域自立支援協議会を設置し、その基盤整備

を推進していきます。また、障がいをもつ方をとり

まくすべての方が障がいを理解し、それぞれの立場

から協力しあうことによって、障がいをもつ方を地

域で支える「福祉支援力」を高めることを推進して

いきます。

▼問合せ　障がいサービス係（ゆとろ内・☎ 25 － 2665）

▼問合せ　環境対策課（☎ 23 － 2503）

２．みんなが共に支え合い安心して暮らすこと
　　ができる地域社会の実現を目指す

３．地域の福祉支援力を高める

１．障がいを持つ人が地域でいきいきと生活で
　　きるように自立生活を支える
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困ったときの納税Ｑ＆Ａ

Ｑ
　夫の死亡により、固定資

産税の納税義務者が変更に

　なりました。口座振替の利用は

　継続できますか。

Ａ
　土地や建物を名義変更し

た場合の固定資産税など、　

　納税義務者が変更になった場合

　は、再度口座振替の手続きが必

　要になります。詳しくは、納税

　係まで問い合わせください。

▼夜間納税相談　

　毎月第 2・4 木曜日

　19 時 30 分まで

▼問合せ

　納税課（☎ 23 － 2341）

水 道

▼家庭で簡単にできる節水の工夫

・シャワーの出しっぱなしを減らす

・洗濯はまとめ洗いする

・風呂の残り湯を有効利用する

・食器洗いは溜めすすぎをする

　水は限りある資源です。こまめ

に蛇口を閉め、節水にご協力を。

▼問合せ　

　上下水道課（☎ 22 － 2411）

　元町浄水場（☎ 23 － 2713）

毎日の生活全体を見直して

水道水の節約を

国 保

　国保運営協議会は、国民健康保

険事業の運営に関する重要事項を

審議するため、公益代表や保険

医薬剤師代表、被保険者代表の 9

名で構成されています。今回は、

被保険者を代表する委員 3 名を

公募します。

▼資格　国民健康保険に加入して

　いる満 20 歳以上の方

▼任期　平成 19 年 10 月  1 日

　から平成 21 年  9 月 30 日

▼応募方法　国民健康保険に対し

　て感じていることを原稿用紙　

　などにまとめ、住所・氏名・年

　齢・職業・電話番号を記入の上、

　郵送で 8 月 31 日までに応募く

　ださい。

▼応募・問合せ先　

　国保年金係　(☎ 23 － 2467）

国民健康保険運営協議会委

員を募集します

都 市 計 画

　次のとおり募集しますので、申

し込みください。

▼場所　①弥生・②幸町

▼区画数　２区画

▼面積

①　1,311.5 ㎡（396.73 坪）

②　343.83 ㎡（104.01 坪）

▼価格・分譲方法

①　31,476,000円（24,000円/㎡）

　　入札方式

②　8,011,000 円（23,300 円 / ㎡）

　　抽選方式

▼受付期間　8 月 1 日～ 22 日

▼申込・詳細　

　都市計画課区画整理係

　（☎ 23 － 3198）

当別幸町土地区画整理事業

宅地を分譲します

▼場所・面積　蕨岱２３１５番　

　３３（４，８５２㎡）

▼売払い方法　一般競争入札

▼入札予定日　９月５日（水）

▼申込み　役場財政課で配布する

　入札参加申込書に必要事項を記入

　し、８月３１日（金）までに提出

▼詳細　財政課管財係

　（☎ 23 － 2331）

町有地をお売りします

消 費 者

　未成年者や高齢者を狙った悪質

業者のクレジットカード詐欺、振

り込め詐欺、募金詐欺などの犯罪

が多発しています。

　被害を防ぐために、周囲のみな

さんで注意、サポートをすること

が大切です。

▼問合せ　住民生活課住民生活係

　(☎ 23 － 3209）

悪質業者に気をつけて

被害を未然に防ぎましょう

講 習

　危険物取扱者のうち、現在危険

物の取り扱い作業に従事している

方は、前回講習を受けた日から原

則として 3 年以内に受講しなけれ

ばなりません。

▼講習の開催地・講習日

　第 1回　

　　8 月 29 日・30 日

　　北海道自治労会館

　第 2回　

　　10 月 11 日・12 月 6 日

　　北海道自治労会館

　　11 月 14 日

　　千歳市民文化センター

▼申込・問合せ　

（社）北海道危険物安全協会連合会

　(☎ 011 － 205 － 5088）

忘れずに受講してください

危険物取扱者保安講習
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試 験

▼採用予定消防署・人数

　当別消防署　初級 1 名

▼採用予定日　平成 20 年 5 月 1 日

▼受験資格　昭和 60 年 4 月 2 日

　から昭和 63 年 4 月 1 日までに

　生まれた方で、救急救命士の有

　資格者。詳細は申込書に記載。

▼試験日　9 月 16 日（日）

▼会場　

　石狩北部地区消防事務組合消防本部

　（石狩市花川北 1 － 1）

▼受付期間　8 月 20 日（月）まで

　9 時～ 17 時（土日・祝日は受

　け付けしていません。）

▼申込方法　消防本部・石狩・当

　別・新篠津の各消防署に備えて

　ある所定の申込書で消防本部ま

　で郵送または持参ください。

▼問合せ　

　石狩北部地区消防事務組合消防本部

　（☎ 0133 － 74 － 5119）

石狩北部地区消防事務組合

職員採用資格試験案内

健 康

　今年から 2 コース増えて 6 コー

スとなりました。マップには、距

離や目安の歩行時間や歩数、消費

カロリーなどが掲載されています。

▼コース紹介

　阿蘇公園コース（元町）

　河川敷コース（元町～東町）

　自然探索コース（スウェーデンヒルズ）

　遊歩道お散歩コース（北栄町）

　ふくろう街道コース

　（樺戸町～春日町）

　太美散策コース（太美北～寿）

▼配布場所

　・ゆとろ・役場・総合体育館

　・西当別コミュニティーセンター

　・ふれあい倉庫

▼問合せ　保健サービス係

　(ゆとろ内・☎ 23 － 2346）

ウォーキングマップに

新しいコースが増えました

子育て支援センター情報

あそびのひろば 8月の日程

▼うさぎ（3 歳～就学前）

　会場　ゆとろ（全て火曜日）

　7 日・21 日・28 日

▼こりす（1 歳 6 か月～ 3 歳）

　会場　子どもハウス（全て水曜日）

　8 日・22 日・29 日

▼キャロット（1歳6か月～就学前）

　会場　ふとみ保育所（全て水曜日）

　8 日・22 日・29 日

▼ミニトマトクラブ（乳児支援）

　13 時～ 14 時 30 分

　7 日（火曜日）子どもハウス

　28 日（火曜日）西当別コミセン

※妊婦さんも遊びに来てください

▼サロン（0歳～就学前対象）

　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

　わんぱくサロン（子どもハウス）

　すみれサロン（ふとみ保育所）

▼詳細・問合せ　子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

講 座

　人生を有意義に過ごすために、

自分自身を見つめなおしてみませ

んか。

▼日時　9 月 6 日（木）14 時 30 分～

▼会場　ゆとろ（西町）

▼講師　北海道医療大学歯学部

　　　　教授　江口　正尊　氏

▼定員　30 名（受講無料）

▼申込み　8 月 31 日（金）まで

　に電話で申し込みください。　

▼申込・問合せ先　社会教育課　

(白樺コミセン内・☎ 23 － 2511）

当別学講座

「優
・

終
・

の美って？」

育 児

　18 歳未満のお子さんの発達や

子育てに関する相談をお受けしま

す。希望者は、事前に申し込みく

ださい。

▼日にち　9 月 26 日（水）

▼場所　ゆとろ（西町）

▼相談内容　子どもの養育や発　

　達、療育手帳の判定など

▼相談員　北海道中央児童相談所

　の児童福祉司と心理判定員

▼申込期限　8 月 17 日（金）

▼注意事項

　相談時間は、申込者の事情など

を考慮しながら決定します。場合

によっては、学校の授業中に設定

されることもあります。

　お子さんやご家庭の様子を調査

させていただく場合があります。

▼問合せ　子育て支援係

　(ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

相談ください

巡回児童相談

　供花や果物は、そのまま置いて

帰ると腐って悪臭を発生したり、

墓石をいたませる原因となりま

す。墓参を終えたら、お供え物を

お持ち帰りください。

　また、上水道の埋設工事に伴い、

材木沢に通じる道路が一部交通規

制されていますが、事情を説明す

ると通行ができます。

　材木沢墓地へ墓参の方にはご迷

惑をおかけしますが、ご理解願い

ます。

▼問合せ　

　環境対策課

　（☎ 23 － 2503）

町営墓地に墓参の方へ


